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（１）活動概観

〔調査等の経過〕

憲法審査会は、①日本国憲法及び日本

国憲法に密接に関連する基本法制につい

ての広範かつ総合的な調査、②憲法改正

原案、日本国憲法に係る改正の発議又は

国民投票に関する法律案等の審査を行う

機関である（国会法第102条の６ 。）

今国会においては、２月21日 「憲法に、

対する考え方 について意見の交換を行っ」

た。

また、本審査会付託の請願６種類143件

は、いずれも保留とした。

〔調査の概要〕

「憲法に対する考え方」につ２月21日、

いて、委員相互間の意見交換において、

自民党が検討している合区解消に係る47

条・92条の改正案についての説明、安倍

総理・安倍自民党の憲法改正に対する考

え方への批判、憲法審査会において憲法

改正手続法に対する附帯決議の議論を行

うことの提案、参議院の緊急集会の重要

、性及び緊急集会と全国民の代表との関係

安倍政権下で変貌する自衛隊を憲法に明

記することは９条２項の意味を覆すこと

になるとの見解、改憲項目として教育無

償化・統治機構改革・憲法裁判所を取り

、上げるべきとの主張の背景となる考え方

集団的自衛権を行使する自衛隊の憲法へ

の明記は許すべきでないとの見解 ９条・、

日米安保条約・日米地位協定をパッケー

ジで調査することの提案、９条への自衛

隊明記の前提として自衛権を明記するこ

との必要性、緊急事態条項について行政権限

、の強化も含めて憲法に明記することの重要性

、自衛隊の存在を憲法に明記することの必要性

合区解消に係る憲法改正の必要性に対する疑

問及び47条改正と一票の較差との関係につい

ての疑問、憲法審査会において日米地位協定



について議論することの提案、占領下におけ

る制約の下で憲法が制定されたことを直視す

ることの必要性、平和主義及び立憲主義に関

する認識について議論することの必要性、国

民主権・基本的人権の尊重・恒久平和主義の

３原理は改正限界であるとの見解、憲法改正

の発議における幅広い合意の必要性と憲法改

、正の議論における幅広い国民の理解の必要性

憲法ではなく米軍基地の問題など憲法に反す

る現実こそ変えるべきとの見解、参議院の選

挙制度改革を憲法改正により行うことへの疑

問 自衛隊を国軍と位置付けた上で行動基準・、

軍法会議などを整備することの必要性、憲法

への自衛隊明記が国民投票で否決された場合

の問題点、平和安全法制は合憲であり立憲主

義に反しないとの見解、国民投票における最

低投票率及び有料広告規制に関する議論の提

案、教育充実のための26条と89条の改正の必

要性、自衛隊及び日米同盟の強化と９条改正

の必要性、９条への自衛隊の明記と従来の解

釈の維持との関係、主権のない時代に９条と

再軍備という矛盾を押し付けられたという事

実を整理していくことが立憲主義そのもので

あるとの見解、憲法への軍隊明記と日米安保

条約・日米地位協定との関係に関する疑問、

福井県の豪雪への対応を踏まえた合区の問題

点と緊急事態における選挙延期の必要性、両

院の議員が全国民を代表する点は変えるべき

ではないとの見解、地方の固有財源及び固有

財源で足りない場合の財源保障の必要性等が

述べられた。

（２）審査会経過

○平成30年２月21日(水)（第１回）

憲法に対する考え方について意見の交換を

行った。

○平成30年５月23日(水)（第２回）

幹事の補欠選任を行った。

会長は会長代理に大島九州男君を指名した。

○平成30年７月20日(金)（第３回）

請願第67号外142件を審査した。


